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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災認定事例 
 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災請求のご参考となるよう、労

災認定の具体的な事例について概要をご紹介します。 

なお、同感染症の労災認定の考え方について示した令和２年４月 28 日付け基補発

0428 第１号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」（以下「通知」

といいます。）に記載している事項に沿って、職種に着目して事例をご紹介します。 

 

１ 医療従事者等の事例（通知 記の２の（１）のア） 

【考え方：医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感

染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保

険給付の対象となる】 

 

事例１）医師 

   Ａ医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、その患者は後日新型コロナ

ウイルスに感染していたことが判明した。その後、Ａ医師は発熱等の症状が出現

し、濃厚接触者としてＰＣＲ検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性

と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ａ医師は、業務外で感染したことが明ら

かではなかったことから、支給決定された。 

事例２）看護師 

   Ｂ看護師は、日々多数の患者に対し、問診、採血等の看護業務に従事していた

ところ、頭痛、発熱等の症状が続き、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性

と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ｂ看護師は、業務外で感染したことが明

らかではなかったことから、支給決定された。 

事例 3）介護職員 

   介護職員のＣさんは、訪問介護利用者宅で介護業務に従事していたところ、利

用者に新型コロナウイルス感染が確認されたため、濃厚接触者としてＰＣＲ検

査を受けた結果、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｃさんは、業務外で感染したことが明ら

かではなかったことから、支給決定された。 

事例 4）理学療法士 

   Ｄ理学療法士は、病院のリハビリテーション科で業務に従事していたところ、

院内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、複数の医師の感染が

確認された。それらの医師と接触歴があったＤ理学療法士にも、咳、発熱等の症

状が出現し、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｄ理学療法士は、業務外で感染したこと

が明らかではなかったことから、支給決定された。 
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２ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例（通知 記

の２の（１）のイ） 

【考え方：感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対

象となる】 

 

事例５）飲食店店員 

飲食店店員のＥさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス

感染者が店舗に来店していたことが確認されたことから、ＰＣＲ検査を受けた

ところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｅさん以外にも同時期に複数の同僚労

働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｅさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特

定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことか

ら、支給決定された。 

事例６）建設作業員 

   建設作業員のＦさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、

後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認

された。Ｆさんはその後体調不良となり、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロ

ナウイルス感染陽性と判定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ｆさんについては当該同僚以外の感染

者との接触は確認されなかった。 

以上の経過から、Ｆさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が

特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたこと

から、支給決定された。 

事例７）保育士 

Ｇ保育士は、保育園で保育業務に従事していたところ、発熱等の症状が出現し

たため、ＰＣＲ検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定され

た。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｇ保育士以外にも、同時期に同僚労働者

や複数の園児の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｇ保育士は新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が

特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたこと

から、支給決定された。 
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３ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例（通知 

記の２の（１）のウ） 

【考え方：感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと

考えられる業務（複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近

接や接触の機会が多い労働環境下での業務など）に従事し、業務により感染した

蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる】 

 ① 複数（請求人を含む）の感染者が確認された労働環境下での業務（通知 記の

２の（１）のウの（ア）） 

 

事例８）工事現場施工管理業務従事者 

工事現場の施工管理業務従事者であったＨさんは、担当する現場の施工状況

を管理する業務に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、ＰＣＲ

検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｈさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、換気が不十分な工事現場の事務室において日々

数時間現場作業員らと近接な距離で打合せ等を行っており、Ｈさんの他にも、

新型コロナウイルスへ感染した者が勤務していたことが認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活については、自宅で静養するなど外出はほと

んど認められず、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、換気が不十分な部屋で、他の作業者と近接な距離で打合

せを行うなどの状況から、当該労働者の感染は、業務により感染した蓋然性が

高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｈさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 

事例９）建設資材製造技術者 

建設資材の製造技術者のＩさんは、品質管理業務に従事していたが、発熱、

倦怠感の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス

感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｉさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前１４日間に、勤務していた職場の事務室において品質管理に係

る業務を行っており、Ｉさんの他にも、新型コロナウイルスに感染した者が勤

務していたことが認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活については、日用品の買い物で家族と自家用

車で外出したことが１日あったのみで、家族以外の接触はなく、他人との濃厚

接触はなかったことが確認され、私生活における感染のリスクは低いものと認

められた。 

医学専門家からは、新型コロナウイルスへ感染した者が事務室を往来してい

ること、他の社員との会話の機会等における飛沫感染を否定できないこと等を

踏まえると、当該労働者の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認

められるとの意見であった。 
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以上の経過から、Ｉさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路

は特定されないが、従事した業務は、複数の感染者が確認された労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 

 

 ② 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務（通知 記の２の（１）

のウの（イ）） 

 

事例 10）小売店販売員 

小売店販売員のＪさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等

の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽

性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｊさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説

明等を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業

務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩

などで、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販

売員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見で

あった。 

以上の経過から、Ｊさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 

事例 11）タクシー乗務員 

タクシー乗務員のＫさんは、乗客輸送の業務に従事していたが、発熱の症状が

出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定

された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｋさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人の乗客（海外や

県外からの乗客を含む）を輸送する業務を行っていたことが認められ、感染リ

スクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、密閉された空間での飛沫感染が考えられるなど、当該乗

務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見で

あった。 

以上の経過から、Ｋさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での

業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判

断されることから、支給決定された。 
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事例 12）港湾荷役作業員 

港湾荷役作業員であったＬさんは、トラックへの荷渡し業務等に従事してい

たが、発熱の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイ

ルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｌさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、荷渡しの際の確認のため、日々不特定多数のト

ラック運転手等と近距離で会話を行っており、感染リスクが相対的に高いと考

えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、事業場において不特定多数の者との近接・接触の機会が

認められ、当該作業員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認め

られるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｌさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は

特定されないが、従事した業務は、顧客等との近接や接触が多い労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 

事例 13）調剤薬局事務員 

調剤薬局事務員のＭさんは、処方箋の受付、会計、データ入力などの業務に

従事していたが、発熱の症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型

コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｍさんの感染経路は特定されなか

ったが、発症前の１４日間に、受付カウンターで日々数十人の処方箋の受付な

どの業務を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられ

る業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物程度で、

私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、不特定多数の医療機関受診者に対応した際の飛沫感染等

が考えられるなど、当該事務員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いも

のと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、Ｍさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路

は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下で

の業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと

判断されることから、支給決定された。 
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「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります 

～緊急事態宣言を受け、相談対応時間の延長、オンラインコンサルティングの実施～ 
 
 
 
 
 
厚生労働省は、このたびの緊急事態宣言を受け、テレワークに関する相談などに対応する

「テレワーク相談センター」の機能充実を図ります。 

 

「テレワーク相談センター」（受託者：一般社団法人日本テレワーク協会）では、テレワ

ークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を受け付けています。このたびの緊急

事態宣言で、より多くの企業でテレワークの必要性が高まることが予想されるため、相談セ

ンターの一部機能の充実を図ります。具体的な内容は、以下をご覧ください。 

 

 

 

【拡充する内容】 

１ 相談対応時間の延長 

  ■３時間の延長 

令和３年１月８日（金）以降 

  平日（月）～（金） 午前９時 ～ 午後８時 （土日祝は休み） 

     ※令和３年３月 31 日（水）まで実施予定 

    （変更前は、平日午前９時～午後５時） 

 

２ オンラインコンサルティングの実施 

これまで、希望する企業に対して行っていた訪問コンサルティングを、オンライン形式  

で実施。（最大５回、無料） 

 

【相談・お問い合わせ先】 

  ■テレワーク相談センター 

   電話番号     (0570)550348 

メールアドレス   sodan@japan-telework.or.jp 

ＵＲＬ      https://www.tw-sodan.jp/ 

 Press Release 
 

令和３年１月８日 

【照会先】 

雇用環境・均等局 在宅労働課 

課長   宮下 雅行 
課長補佐 長澤 篤 

（代表電話）03(5253)1111（内線 7872） 

（直通電話）03(3595)3273 

SSSQK
挿入テキスト
参考資料

SSSQK
テキスト ボックス



SSSQK
テキスト ボックス
参考資料２








参考資料３ 
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るＱ＆Ａ 

 

【企業の方向け】 

Ｑ．職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が起きた場合には、ど

のように対応したらよいでしょうか。また、そのような事態を未然に防ぐために、どのよう

なことをすべきでしょうか。 

Ａ．新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。 

例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような

言動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、

職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。職場におけるパワーハラスメ

ントに関しては、改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管

理上の措置を講じることが求められています。 

具体的には、相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知することや事実関係を迅速かつ正確

に把握し、適正な措置を行うこと等が必要です（令和２年６月１日施行。中小事業主は令和

４年３月 31 日までは努力義務。）。また、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱い

も禁止されていますので、ご留意ください（相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁

止は、規模にかかわらず、全ての事業主が対象となります）。これらの措置義務に違反した場

合には、都道府県労働局において行政指導（助言・指導・勧告等）を行うこととなります。 

なお、事業主自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者（他の

事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）に対する言動に必要な注意を払うよう努める必

要があります。 

新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者へ

の周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより、職場環境の改

善を行っていただきますようお願いします。 

＜リーフレット「2020 年６月１日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されまし

た！」＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf 

 

【労働者の方向け】                           

Ｑ．職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等を受けて困っていま

す。どこに相談したらよいでしょうか。 

Ａ．新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。 

例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような

言動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、

職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。 

新型コロナウイルスに関連した上記のような職場のトラブルがある場合には、まずは職場

の相談窓口にご相談ください。企業内に相談窓口が設置されていない場合あるいは職場内の

相談窓口に相談したが対応してくれない、相談しにくいといった場合には、各都道府県労働

局等に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。 

 ＜総合労働相談コーナー（厚生労働省 HP）＞ 

  https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 


